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付録 1 誤解されている電力事業  

（１）電気の同時同量の原則について

電気は貯蔵ができない特性で、安定した電気を供給するためには、時々刻々変動する

需要に対し、瞬時に供給とのバランスを一致させており、同時同量の原則という。

電気事業者は、この同時同量の原則のもと、良質な電気を安定して低廉に届けるため

に、適切な電力供給設備の確保、供給信頼度や品質（適正な周波数・電圧など）の確保

が常に求められている。現行制度において、同時同量を達成するために電力会社の送電

ネットワークを利用する特定規模電気事業者（PPS）に対し、30 分 3%の変動範囲を基

本としつつ、10%までは変動の程度に応じた段階別の不足供給料金（インバランス料金）

を設定している。

また、太陽光、風力などの再生可能エネルギーの増加を受け、発電量の変動による送

電系統の影響を緩和するために、電力貯蔵などが課題で、現在、電力貯蔵技術として、

NAS 電池 （ナトリウム硫黄電池）等の開発研究が進められている。[1] 

（２）電気料金の仕組みについて

電気料金体系には、費用の性質により、定額制、均一従量料金制、定額料金と従量料

金との組み合わせた 2 部料金制など極めて多様な料金制度がある。[1] 

◎一般家庭(2 部料金制)の電気料金のしくみ 

電気料金には、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、太陽光発電促進付加金(サー

チャージ)および再生可能エネルギー発電促進賦課金より構成されている。 

電気料金＝基本料金＋電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量

＋太陽光発電促進付加金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金

 基本料金とは、契約電力(kW)や契約容量(kVA)に比例する固定的な料金をいい、基

本料金と電力料料金単価の決定にあたっては「原価主義の原則」「公正報酬の原則」

そして「電気の使用者に対する公平の原則」の 3 原則に基づき行われる。
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 燃料費調整制度とは、原油、LNG(液化天然ガス)および石炭の燃料価格の変動に応

じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度をいい、為替レートの変動などの経済

情勢の変化をできる限り迅速に電気料金に反映し、燃料価格や為替変動などの外的

要因を外部化することにより電気事業の経営効率化の成果を明確にすることを目

的とし、平成 8 年 1 月に電気料金改定以降導入された。その後、平成 20 年の未曾

有の燃料価格の乱高下を受け、燃料価格をより迅速に電気料金に反映するとともに、

電気料金の変動を平準化する観点から、平成 21 年 5 月分の料金以降、燃料価格の

変動を電気料金に反映するタイミングなどが見直され、各電力会社では毎月月末に

2 ヶ月先の燃料調整単価について発表している。 

 再生可能エネルギー固定価格買取り制度とは、「電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、平成 24 年 7 月 1 日から再生可能

エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、

一定の期間、一定の価格で電気事業者が買い取ることを義務付けた。なお、電気事

業者が買取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって 回

収され、電気料金の一部として、消費者が負担する。 

 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取り

制度」によって電力の買取りに要した費用を、電気の使用量に応じて負担する。 

法令に基づく、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価（従量制の場合）は、表-1 に示

す。 

表-1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

低圧供給※・高圧供給・特別高圧供給（税込） 

平成24年度(平成24年8月分～平成28年 3月分) 0.22 円／kWh 

平成25年度(平成25年4月分～平成26年 4月分) 0.35 円／kWh 

平成26年度(平成26年5月分～平成27年 4月分) 0.75 円／kWh 

平成27年度(平成27年5月分～平成28年 4月分) 1.58 円／kWh 

※ 低料金部分は除く 

 

・再生可能エネルギーの固定価格買取り制度について、太陽光の急拡大による国民負担

の増大を抑え、安定的な仕組みとなるよう制度を土台から検証するため、有識者会議で

見直しに向けた議論を始める予定で、買取り制度は再生エネ導入の推進力として効果が

大きかったと評価している一方、「太陽光に偏りすぎ、地熱、水力、バイオマスといっ
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た頼りになる電源がなかなか伸びない」と指摘されており、太陽光以外の再生エネ電源

の普及促進や高い買取り価格で認定を受けながら発電を開始しない太陽光設備の認定

取り消しなどを進め、電気料金に上乗せされる買い取り費用を低く抑え、中長期的なコ

スト抑制策として太陽光の買取り価格の入札制を導入し、発電コストの安い事業者を優

先し、国民負担の抑制につなげ、地熱や水力などは買い取り価格をあらかじめ数年先ま

で決め、バランスの取れた普及を後押しするよう、早ければ１７年度からの運用を目指

すとしている。 

（３）電力自由化と供給義務について 

（ａ）電力自由化の経緯について 

1990 年代の世界的な流れとなった規制緩和の進展の中で、日本の高コスト構造、内

外価格差の是正が課題となりました。この中で、競争原理を取り入れた電気事業法改

正が行われた。 

（ｂ）自由化に対する電力会社の取り組みについて 

電力会社は、経営効率化を進めて電気料金の低減を図るとともに、お客さまのニーズ

を捉 えた多様なサービス・価格を提供し、お客さまの負担を軽減するよう取り組ん

でいるが、電力小売りは 2016 年 4 月に全面自由化が決まった。 

（ｃ）発送電分離について 

発送電分離については、電力自由化議論の中で相当な時間をかけて議論された。[1] 

ａ．これまで行われてきた国の議論 

電力自由化は、電気事業の競争原理がはたらき一層の効率化が図られることを目指

し、 1995 年の発電部門の自由化が始まり、2000 年には、販売電力量の約 1/4 にあ

たる小売部門の部分自由化、さらに 2005 年には部分自由化範囲が拡大され、販売電

力量の約 1/3（それまでの範囲と合わせ約 6 割にあたる）が小売自由化の対象となっ

た。 

発送電分離については、大手電力会社の送配電部門を発電部門から切り離す「発送

電分離」を 2020 年 4 月に実施するための電気事業法改正案が 2015 年 5 月 21 日に

衆院本会議で可決され、同年 6 月 17 日に参院本会議で可決成立した。今回電気事業

法改正により、電力大手が保有する送配電網を新規参入の事業者も公平に使えるよう

にして競争を促すものとし、電力システム改革の総仕上げとの位置付けで、電気料金
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の引き下げやサービス向上につながることが期待される。また、ガス事業法も同時に

改正し、2017年をめどに都市ガスの小売りを全面自由化され、2022年 4月には東京、

大阪、東邦の大手ガス 3 社に導管部門の別会社化を義務付けた。大手から分離した送

配電会社や導管会社が、グループ企業と新規参入の事業者を公平に扱うよう監視する

「電力・ガス取引監視等委員会」も設置する。[2] 

送配電部門が分離されることから、送配電部門の効率化も課題となっており、電線

や電柱、変圧器、スマートメーター（次世代電力計）などの資材調達の効率化のため、

各電力会社で共通する送配電設備資材について、他社との共同調達を拡大や発注方法

などを見直し検討を進めている。 

ｂ．海外での発送電分離の状況について 

・米国について 

州によって対応は異なるが、1990 年代後半の規制改革の中で、連邦エネルギー規制

委員会(FERC)によって、送電部門は独立した系統運用者(ISO：独立系統運用者、RTO：

地域送電機関)が運用を行うことが望ましいとされ、電力自由化を実施した州の電気料

金は、平均で約 14 セント／kWh(2008 年)となっており、全米平均約 11 セント／

kWh(2008 年)を上回り、一方、電力自由化を実施していない州の電気料金は平均約 9.5

セント／kWh(2008 年)で全米平均よりも低い状況になっている。 

・欧州(EU)について 

EU 各国は、英国やイタリアなど発電部門と送電部門の所有権を明確に分離した国と、

フランスやドイツなど発電を行う会社と送電を行う会社同士に資本関係があることが

許容されている国のいずれかに分かれている。また、徹底した「発送電分離」を行った

英国の電力料金は、約 0.04 ユーロ／kWh、イタリアでも約 0.03 ユーロ／kWh 上昇して

いるのに対して、実質的には発送一貫体制となっているフランスの電気料金はほとんど

上昇していない状況になっている。 

（ｄ）電力供給システムの整備について 

2000 年 3 月に特別高圧で受電するお客さま（原則 2、000kW 以上）を対象に始まっ

た小売部分自由化は、段階的に自由化の範囲が拡大され、2005 年 4 月より、高圧で

受電するすべてのお客さま（原則 50kW 以上）に拡大され、これに伴い電力供給システ

ムが整備された。 
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わが国の電力供給システムは、電力会社の発送電一貫体制の良さを堅持しつつ、公平透

明 な競争環境を確保する日本型自由化モデルと言える。[1] 

ａ、託送制度の見直し 

以前は、お客さまに異なる供給区域の電源から電力を調達すると、供給区域をまたぐ

ご  とに課金されるしくみとなっており、枚数を重ねていくパンケーキ（ホットケー

キ）に例えてパンケーキ構造といい、2005 年 4 月、この振替料金制度が見直され、負

担の公平性、コスト回収の確実性、電源の遠隔地立地の抑制の確保を図ることが今後と

も重要であるとして必要な措置を講じることとなった。 

ｂ．同時同量の範囲の弾力化 

電気は貯蔵できない特性であり、瞬時で需要と供給のバランスが一致していないと安

定 供給ができないため、電力会社の送電ネットワークを利用する事業者は、需要量と

供給量について同時同量を達成することが求められ、30 分 3%の変動範囲を基本としつ

つ、10%までは変動の程度に応じた段階別の不足供給料金（インバランス料金）が設定

されている。 

ｃ．自由化範囲の拡大 

2000 年 3 月の電力自由化開始時は、特別高圧（20、000V）で受電するお客さま（原

則 2、000kW 以上）が自由化された。その後、2004 年 4 月から、高圧（6、000V）で

受電し、使用規模が 500kW 以上のお客さま、2005 年 4 月からはすべての高圧のお客さ

ま（原則 50kW 以上）に拡大され、電力 10 社の販売電力量に占める割合は 6 割を越え

る状況です。 

2016 年 4 月からの電力小売部門全面自由化を見据え、圧受電の需要（家庭用等）も

含めた託送供給料金の算定に関する省令を策定、2015 年 6 月に公布・施行された。 

電力会社 10 社は 2015 年 7 月末に託送供給等約款の認可申請を行い、電力取引監視

等委員会が審査、調整力コストや需要地近接性評価割引制度などについて重点的に論議

され、託送原価は申請時から削減され、申請単価も低圧では 0.02～1.57 円圧縮され、

2015 年 12 月 18 日に認可され、2016 年 4 月から適用される託送料金は表-2 に示す。

認可された託送料金の水準について、新電力はおおむね「想定範囲内」とした。 
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               表-2 託送料金(平均値)    (単価:円/kW 時) 

 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

特 

別 

高 

圧 

現行 

単価 
1.72 1.91 19.5 1.84 1.79 2.00 1.69 1.76 1.90 2.15 

新単価 1.85 1.98 1.98 1.85 1.83 2.02. 1.62 1.79 2.09 3.01 

高 

圧 

現行 

単価 
4.10 4.50 3.81 3.56 3.78 4.08 4.18 4.10 3.73 6.58 

新単価 4.17 4.50 3.77 3.53 3.77 4.01 3.99 4.04 3.84 5.20 

低 

圧 

現行 

単価 
8.89 9.75 8.61 9.03 8.08 7.86 8.45 8.66 8.36 11.50 

新単価 8.76 9.71 8.57 9.01 7.81 7.81 8.29 8.61 8.30 9.93 

○電力システムに関する改革方針（2013 年 4 月 2 日閣議決定） 

電力システム改革は、安定供給を確保し、電気料金を 大限抑制し、需要家の選択

肢や事業者の事業機会を拡大することを目的とし、広域系統運用の拡大、小売及び発

電の全面自由化、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保するため、

電力システム改革は 3 段階に分け、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、そ

の結果を踏まえた必要な措置を講じながら、改革を進めるとしている。 

第 1 段階は、電力広域的運営推進機関」（広域機関）を 2015 年 4 月 1 日に設立。

第 2 段階は、電気の小売業への参入の全面自由化の 2016 年に実施。第 3 段階は、

法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金全面自由化を

2018 年から 2020 年までを目途に実施する。[2] 

 

（ｅ）電気の供給義務について 

電気事業法第 18 条第 1 項において、一般電気事業者は正当な理由がなければその

供給区域における一般の需要（非特定規模需要）に応じる電気の供給を拒んではなら

ない旨が定められており、これを「供給義務」といい、1932 年の電気事業法改正の

際、電気事業者に供給区域の独占を認める代わりに供給義務を課した。供給義務には、

新規需要者の契約申し込みに対する応諾義務、既設需要者に対する常時供給継続義務

がある。電気の供給を拒む「正当な理由」とは、天災・事故などで電気工作物に故障
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が生じた場合、料金滞納者に対する場合、特異な地形などのために技術的に供給が著

しく困難な場合などをいう。 

特定規模需要に対しては 終保障約款での供給義務が定められているが、一般の需要

への供給に悪影響がある場合には、拒否することも可能。 

また、2014 年 6 月 11 日、第 186 回通常国会において、改正電気事業法が成立した。 

これは、政府が進めている電力システム改革の 3 つの段階のうちの第 2 段階にあた

るもので、これまで契約電力 50kW 以上の大口需要家に限定されていた電力小売りへ

の参入を全面自由化することを規定し、同時に、これまで一般電気事業者が担ってき

た一般家庭等小口需要に対する供給義務が一定の経過措置の後に撤廃される。新法で

は併せて、従来の事業者類型を大きく見直して、発電事業者、送配電事業者、小売電

気事業者等の機能別の事業者類型（ライセンス制）を導入している。[1] 

 

（４）長期エネルギー需給見通し 

総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会の長期エネルギー需

給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、エネルギー政策の基本的視点である安全性、

安定供給、経済効率性、環境適合（以下、「3E＋S」）について達成すべき政策目標を

想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現するであろう

将来のエネルギー需給構造の見通しであるとした。 

また、マクロの経済指標や産業動向等を踏まえた需要想定を前提にした見通しである

とともに、対策や技術等裏付けとなる施策の積み上げに基づいた実行可能なものである

ことが求められる。 

なお、今般の長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、中長期的

な視点から、2030 年のエネルギー需給構造の見通しを策定している。[3] 

（ａ）長期エネルギー需給見通し策定の基本方針 

 3E＋S に関する具体的な政策目標は、安全性を大前提としつつ、以下のと

おりとする。 

    （１）自給率は震災前を更に上回る水準（概ね 25％程度）まで改善すること 

    （２）電力コストは現状よりも引き下げること 
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    （３）欧米に遜色ない温室効果ガス削減目標を掲げ世界をリードすること 

 これらの政策目標を同時達成する中で、徹底した省エネルギー・再生可能エ

ネルギーの導入や火力発電の効率化などを進め、原発依存度は可能な限り低

減させるものとする。 

（ｂ）エネルギー需要及び一次エネルギー供給構造 

2030 年のエネルギーの需給構造の見通しは、経済成長等によるエネルギー需要の増

加を見込む中、徹底した省エネルギーの推進により、石油危機後並みの大幅なエネルギ

ー効率の改善を見込む。 

このエネルギー需要を前提とした一次エネルギー供給構造は図-1 に示す。 

震災後大きく低下した我が国のエネルギー自給率は 24.3％程度に改善。また、エネ

ルギー起源 CO2 排出量は、2013 年比▲21.9％減となる（注 1.2）。 

（注１）我が国の温暖化効果ガス排出削減量は、上記のエネルギー起源 CO2 排出削減

量に加え、の他温室効果ガス排出削減量や吸収源対策等を合計したものとなる。 

（注 2）米国は 2025 年までに 2005 年比 26-28％、ＥＵは 2030 年までに 1990 年比 40％

の削減目標を提示しているが、2013 年比では米国が 18-21％、ＥＵが 24％となる。 

 
図-1 一次エネルギー供給構造 
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（ｃ）電源構成 

電力需給構造については、徹底した省エネルギー（節電）の推進、再生可能エネルギ

ーの 大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を低減した結果を図-2

および図-3、図-4 に示す。 

経済成長等による電力需要の増加を見込む中、徹底した省エネルギー（節電）の推進

及び再生可能エネルギーの 大限の導入により約 4 割を賄うことにより、原発依存度の

低減に大きく貢献し、ベースロード電源比率は 56％程度とすることにより、現状より

電力コストが低減される。 

経済産業省は電力会社に対し、2030 年時点で原子力発電と再生可能エネルギーを合

わせた非化石電源比率(発電電力量ベース)を「原則 44％以上」とする目標を定め、達成

計画の提出を義務付け、複数社が共同での目標達成も認め、2030 年度の望ましい電源

構成(ベストミックス)の実現を確実にする狙いがある。 

 

図 7-2 電力需要と電源構成の推移 
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図-3 2030 年度の電源構成案 

◎原発依存度低減の考え方 

エネルギー基本計画において、原発依存度は、「省エネルギー・再生可能エネルギー

の導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」としている。

1.省エネによる電力需要の抑制

2030 年の電力需要を対策前比１７％削減。 （発電電力量で 2、130 億 kWh 程度の

削減に相当）

2030 年の総発電電力量：10、650 億 kWh 程度  

2.再エネ拡大による原子力の代替

自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱・水力・バイオマスを拡大。 （＋382

～531 億 kWh 程度） ※風力の平滑化効果を含む  

3.火力の高効率化による原子力の低減

石炭火力の発電効率が、全体として 6.7% 向上。 （＋169 億 kWh 程度） 

2、868 億 kWh（27％）  

※震災前 10 年間の平均的な電源構成  

⇒2030 年 に 2、317～2、168 億 kWh 程度

（22～20％） 
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原の考

図-4 原発依存度の推移 

（参考）原子力発電所 40 年制限制 

現存する全ての原子炉が 40 年で運転終了するとすれば、図-5 に示す通り、2030 年

頃に設備容量が現在の約半分、2040 年頃には 2 割程度となる。 

図-5 原子力発電所の設備容量の推移 

（５）発電コストについて
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総合資源エネルギー調査会発電コスト検証ＷＧ（第 6 回会合）「長期エネルギー需給見

通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告」の 2030 年モデルプラント発

電コスト試算は下記の通りである。なお、発電コストの比較を図-6 および図-7、図-8

に示す。[4]
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（参考） 

米国企業系「ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス」（BNEF）[5]が原子

力やバイオマス、地熱、水力など 23 の発電手法について、2014 年上期時点の世界各国
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の設備費、燃料費、資金調達に必要な債務費などを調べ、施設の耐用年数などでならし

たコストを算出し、2014 年 7 月 16 日までに纏めた発電コストの試算は、 

・原子力発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 14 セント（約 15 円） 

・太陽光発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 14.9 セント（約 16 円） 

・陸上風力発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 8.2 セント（約 9 円） 

・高効率天然ガス発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 8.2 セント（約 9 円） 

・地熱の発電コストは、1KW 時当たり平均 6.5 ント（約 7 円） 

・小水力発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 7.7 セント（約 8 円） 

・石炭火力発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 9.1 セント（約 10 円） 

・高効率天然ガス発電の発電コストは、1KW 時当たり平均 8.2 セント（約 9 円） 

・原子力発電の発電コストが高騰している主な理由は、東京電力福島第１原発事故後の

安全規制強化もあって建設費や維持管理にかかる人件費などが世界的に高騰している。 

（2004 年の日本政府による試算では、原発発電コストは 1KW 時当たり 5.9 円） 

・炉心溶融などの深刻な事故を防ぐための対策強化が求められるようになった結果、原

発の発電コストは近年上昇しており、設備利用率を 92%と高く見積もっても 1KW 時当

たり平均 14 セントとなった。原発コストには、放射性廃棄物処分のために電力会社が

積み立てている費用を含むが、廃炉費用は含んでいない。 

・太陽光発電は近年、発電コストが下がって 14.9 セントとなっている。日本では、海

外に比べ高価な国内製機器が使われることから 32.9 セントと高いが、ＢＮＥＦは「安

価な輸入品機器の利用拡大で、コストは低下傾向にある」としている。風力発電も日本

は機器コストが高く、稼働率が欧米に比べて低いため、19 セントと割高だった。 

※米国企業系「ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス」（BNEF）は、米

国大手情報サービス企業「ブルームバーグ」の傘下で、エネルギー問題の調査機関とし

て実績がある。 
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付録 3 「米国 FLEX と保全学会の提言」

NRC の福島タスクフォース（NTTF）が勧告した安全性強化策と NRC のアクション 
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氏田 博士  キヤノングローバル戦略研究所 

村松  健  東京都市大学 

富永 研司  原子力安全推進協会 
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キヤノン株式会社の 70 周年記念事業の一環として、2008 年 12 月に一般財団法人と

して設立された民間・非営利のシンクタンク。元日本銀行総裁福井俊彦氏を理事長に迎

え、そのリーダーシップのもとに 2009 年 4 月より活動を開始した。キヤノン株式会社

の寄付により運営されているが、キヤノンの事業や利害からは独立した活動を行ってい

る。主たる研究領域は「マクロ経済」「資源・エネルギー・環境」「外交・安全保障」。

科学的に価値ある研究を行い、それに基づいて有意な政策提言を発出することを目指し

ている。また海外の研究者・研究機関とも積極的に交流し、グローバルな知識のネット

ワークを創造するとともに、知的交流のプラットフォームを提供している。 
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